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議会運営委員会会議録 

 

開閉日時  平成 20 年８月 25 日（月） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 47 分 

会  場  委員会室 

 

１．出席者 

４番 北 川 広 人、 ９番 吉 岡 初 浩、１１番 森   英 男、 

１２番 水 野 金 光、１７番 小 嶋 克 文 

   オブザーバー 議 長、副議長、 

７番 佐 野 勝 已、１６番 神 谷 宏 

 

２．欠席者 

   なし 

 

３．傍聴者 

   幸前信雄、杉浦辰夫、杉浦敏和、鈴木勝彦、寺田正人、  

内藤とし子、岡本邦彦 

 

４．説明のため出席した者 

   市長、行政管理部長、文書管理ＧＬ  

 

５．職務のため出席した者 

   議会事務局長、書記１名 

 

６．付議事項 

 １ 平成２０年９月定例会について 

  （１）議案の説明について 

  （２）議案の取り扱いについて 

  （３）一般質問の受付及び方法について 
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（４）決算特別委員会委員の指名について 

  （５）請願書、陳情書及び意見書（案）の取り扱いについて 

 ２ 高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例の制定について 

 ３ 高浜市議会会議規則の一部改正及び高浜市議会政務調査費の交付に関す 

る条例の一部改正について 

 ４ その他 

 

７．会議経過 

 

委員長挨拶 

市長挨拶 

議長挨拶 

 

《議 題》 

１ 平成２０年９月定例会について 

（１） 議案の説明について 

行政管理部長説明 それでは９月定例会に付議させていただきます案件につい

て御説明申し上げます。案件といたしましては同意１件、一般議案１４件、補

正予算３件、認定１０件、報告１件の計２９件をお願いするものでございます。

初めに同意第３号、教育委員会委員の任命は、現委員、鈴木明子氏の任期満了

に伴い、新たに磯貝政博氏を任命いたしたく御同意をお願いするものでござい

ます。議案第４７号、高浜市障害者医療費支給条例等の一部改正は中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正

に伴い、障害者医療費、母子家庭等医療費及び精神障害者医療費の受給資格に

ついて条文の整備を行うものでございます。議案第４８号、高浜市借上公共賃

貸住宅の設置及び管理に関する条例及び高浜市営住宅の設置及び管理に関する

条例の一部改正は、公営住宅の入居者の安全、平穏な生活が確保されるよう、

公営住宅における暴力団排除について所要の規定の整備を行うものでございま

す。議案第４９号、高浜市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する
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条例の一部改正は、地方自治法の一部改正に伴い、同法を引用することの条例

等について条文の整備を行うものでございます。議案第５０号、高浜市情報公

開条例及び高浜市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正は、公

益法人制度改革による一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴

い、公益法人の用語を引用するこの条例等について条文の整備を行うものでご

ざいます。議案第５１号、高浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

改正は、公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正に伴い、同法を引用する

この条例について条文の整備を行うものでございます。議案第５２号、高浜市

公の施設の指定管理者の利用料金に関する条例の制定は、指定管理者が管理す

る公の施設について、利用料金制を導入するに際しての利用料金の額の基準、

その他必要な事項を定めるとともに、関連する諸条例について所要の規定の整

備を行うものでございます。議案第５３号、高浜市消防団員等公務災害補償条

例の一部改正は、非常勤消防団員等にかかる損害補償の基準を定める政令の一

部改正に伴い、配偶者以外の扶養親族について補償基礎額の加算額を改定する

等のものでございます。議案第５４号、高浜市立図書館の設置及び管理に関す

る条例及び高浜市立郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正は、図

書館及び郷土資料館に指定管理者制度を導入するに際し、指定管理者が行う業

務の範囲、その他必要な事項を定めるものでございます。議案第５５号、高浜

市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正は、一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律の施行による、民法及び地方自治法の一部改正

に伴い、同法を引用するこの条例について条文の整備を行うものでございます。

議案第５６号、高浜市民間賃貸住宅家賃助成条例の一部改正及び議案第５７号、

高浜市介護保険・介護予防の総合的な実施及び推進に関する条例の一部改正は、

いずれも中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律の一部改正に伴う改正で、議案第５６号は家賃の助成要件について、

議案第５７号は介護保険サービスについて条文の整備を行うものでございます。

議案第５８号、高浜市介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部改

正は、宅老所の利用者に係る援助サービスのうち、送迎にかかる料金の取り扱

いについて、使用料から燃料費相当額に変更するため所要の規定の整備を行う
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ものでございます。議案第５９号、高浜市立幼稚園授業料徴収条例の一部改正

は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律の一部改正に伴い、支援給付世帯に係る幼稚園授業料について減免措置を

講ずるものでございます。議案第６０号、市道路線の認定は、開発行為により

設置された道路の市への帰属に伴い、８路線を市道路線として認定するもので

ございます。次に議案第６１号、一般会計補正予算（第３回）は、補正予算書

の５ページをご覧いただきますと、歳入、歳出、それぞれ６億９，５４９万７，

０００円を追加し、補正後の予算総額を１３０億３，１４７万７，０００円と

するものでございます。主な内容を申し上げますと、歳入では補正予算書３２

ページのとおり、地方特例交付金の交付額が決定したことにより、２，８８８

万円を増額するとともに、民生費国庫負担金及び民生費県負担金は平成２０年

４月の障害者自立支援法の改正等により、障害者自立支援給付費負担金にかか

る民生費国庫負担金１，４２８万５，０００円、民生費県負担金７１４万３，

０００円をそれぞれ増額いたしております。歳出では補正予算書の３７ページ

をご覧いただきますと、庁舎管理事業では、庁舎の耐震補強及び劣化改修計画

業務委託料として９３１万２，０００円、当計画に係るコンストラクションマ

ネジメント業務委託料として６４４万５，０００円を計上するとともに、エレ

ベーター設備補修工事費として１，５８１万５，０００円を計上いたしており

ます。地域内分権推進事業では、吉浜まちづくり協議会拠点施設及び高浜小学

校区まちづくり協議会拠点施設の工事設計委託料として１，１０７万３，００

０円を計上するとともに、高取まちづくり協議会への地域内分権推進事業交付

金として２７５万４，０００円を計上いたしております。補正予算書の３９ペ

ージをお願いします。障害者自立支援給付事業では、介護給付、訓練等給付費

として２，９０４万３，０００円を増額するとともに、環境対策事業では、高

効率エネルギーシステム設置費補助金について、申込み件数の大幅増により８

５０万円を増額いたしております。次に４１ページの中小企業支援事業では、

原油、原材料高対応資金にかかる信用保証料補助金について、申請件数のさら

なる増により２，１５０万円を増額するとともに、市道新設改良事業では、市

道港線の渋滞緩和及び通行者の安全を図るため、道路改良工事に必要な道路設
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計業務委託料として２４３万円を計上いたしております。また、４３ページの

中学校維持管理事業では、南中学校特別教室設置工事費として４，２００万円

を計上いたすとともに、幼稚園維持管理事業では、高浜幼稚園園舎の増築工事

設計委託料として１６８万円を計上いたしております。次に議案第６２号、国

民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）は、前年度繰越金の額の確定に伴

い、繰越金の額の調整を行うほか、退職被保険者等高額療養費の増額等にかか

る補正でございます。議案第６３号、介護保険特別会計補正予算（第１回）は、

保健事業勘定では前年度繰越金の額の確定に伴い、一般会計繰入金、基金繰入

金の減額及び基金への積み立てを行うもので、介護サービス事業勘定では、繰

越金の額の確定に伴う一般会計繰入金の減額にかかる補正でございます。次に

認定第１号から認定第１０号までは、平成１９年度の一般会計ほか、６特別会

計及び２企業会計並びに衣浦東部農業共済事務組合農業共済事業会計の決算認

定でございます。決算書の２ページ、会計別決算総括表及び主要施策成果説明

書の４ページ、歳入歳出決算額年度比較表をご覧いただきますと、初めに一般

会計では歳入決算額は１３３億９，９０２万５，９１８円で、対予算現額費は

１０４．２％、対前年度比は１０５．８％でございます。歳出決算額は１２５

億８，３９８万３，９８７円で、対予算現額比は９７．９％、対前年度比は１

０６．２％でございます。また、実質収支は決算書の２０４ページ、実質収支

に関する調書をご覧いただきますと、歳入歳出差引額８億１，５０４万１，９

３１円から翌年度へ繰り越すべき財源５，００８万６，０００円を差し引きま

すと、７億６，４９５万５，９３１円でございます。特別会計では６特別会計

の合計として、歳入決算額は８９億９，２２２万９，３１５円で、対予算現額

比は９９．９％、対前年度比は１０３．７％でございます。歳出決算額は８７

億７８１万４，７３２円で、対予算現額比は９６．７パーセント、対前年度比

は１０５．６％でございます。次に企業会計でございますが、初めに水道事業

会計は、収入決算額は７億８，７３９万４，４８６円で、対前年度比は１０２．

１％、支出決算額は７億５４５万７，８３０円で、対前年度比は１００．９％

でございます。病院事業会計は、歳入決算額は６億２，６７７万２，８００円

で、対前年比は３８．８％、支出決算額は１２億９，４６９万８，１０５円で、
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対前年度比は７０．５％でございます。認定第１０号、衣浦東部農業共済事務

組合農業共済事業会計の決算認定は、組合の解散に伴う決算の認定をお願いす

るものでございます。最後に報告第７号、平成１９年度健全化判断比率及び公

営企業資金不足比率については、本年４月に施行されました地方公共団体の財

政の健全化に関する法律の規定に基づき、健全化判断比率及び公営企業資金不

足比率を御報告させていただくものでございます。以上のとおりでございます。

よろしくお願い申し上げます。 

委員長 ただいま当局より説明がありましたとおり、同意１件、一般議案１４

件、補正予算３件、決算認定１０件、報告１件であります。ただいまの説明に

対する質疑を許します。 

 

 質 疑 な し 

 

市長挨拶 

当局退席 

 

（２）議案の取り扱いについて 

事務局説明 それでは説明させていただきます。９月定例会の会期及び会議日

程につきましては、既に６月１８日開催の議会運営委員会で決定をいただいて

おりますが、会期につきましては、９月２日から９月２６日までの２５日間で

ございます。議案の取り扱いにつきましては、９月２日の本会議初日において、

同意第３号を即決で願い、その後、議案の上程、説明をいただき、報告第７号

の報告を受けます。９月４日（第２日目）と５日（第３日目）の２日間は、一

般質問を行い、一般質問終了後に関連質問を願い、９月８日の第４日目は、総

括質疑、決算特別委員会の設置、議案の委員会付託をお願いします。９月１０

日から１２日までの３日間は、決算特別委員会において認定第１号から認定第

１０号までの付託案件の審査を願い、９月１８日の総務市民委員会においては、

議案第４７号から議案第５１号の条例関係の５議案並びに議案第６１号、議案

第６２号の補正予算関係の２議案を審査願い、９月１９日の福祉教育委員会に
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おいては、議案第５２号から議案第５９号の条例関係の８議案並びに議案第６

１号及び議案第６３号の補正予算関係の２議案を審査願います。９月２２日の

建設病院委員会においては、議案第６０号認定関係の１議案並びに議案第６１

号の補正予算関係の１議案の付託案件を審査願うものでございます。また、議

案第６４号等の議員提出議案につきましては、後ほどの議題で、皆さんで御協

議いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

委員長 議員提出議案については、後で御協議していただきますが、それ以外

の当局より提示がありました案件につきましては、ただいま事務局が説明しま

した（案）のとおりに決めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

（３）一般質問の受付及び方法について 

委員長 一般質問の受付は、議会運営に関する申合せにより、８月２６日、火

曜日の午前８時３０分から８月２９日、金曜日の午後５時までとします。質問

の順序は受付順とします。ただし、８月２６日の午前８時３０分以前に２人以

上ある場合は、抽選により質問の順序を決めさせていただきます。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 御異議もないようですので、そのように決めさせていただきます。な

お、今回、一般質問をされる議員が数多く予想されますので、４日の最終者が

午後５時までに７０分を確保できない場合、従来そこで打ち切りとなっており

ますけれども、次に予定される議員が、たとえ午後５時までに７０分を確保で

きないようなことが生じることになり、午後５時を超えることが予想されまし

ても、次の一般質問予定者が質問に入ることができるという、取り扱いにいた

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

異 議 な し 
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（４）決算特別委員会委員の指名について 

事務局説明 決算特別委員会委員の構成メンバーは、４年間の構成表でお決め

をいただいておりますので、構成メンバーについて御報告させていただきます。

決算特別委員会委員は、杉浦辰夫議員、磯貝正隆議員、佐野勝已議員、内藤皓

嗣議員、森英男議員、水野金光議員、岡本邦彦議員、神谷宏議員、小嶋克文議

員、以上の９名でございます。 

委員長 ただいま事務局が報告いたしましたが、委員の構成について御意見が

ございましたらお願いをいたします。 

意（４） 昨年度ですね、監査委員ということで吉岡初浩議員にかえて内藤皓

嗣議員と入れかえていただいた経緯がございます。本年度ですね、これを戻し

て内藤皓嗣議長にかえて、吉岡初浩議員と入れかえをさせていただきたいんで

すが。 

意（１７） 今年、私、小嶋がですね、監査委員をやらせていただきますので、

従って委員に小野田由紀子議員を入れかえさせていただきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

委員長 ただいま市政クラブさんより、内藤皓嗣議員にかえて吉岡初浩議員を、

公明党さんより、小嶋克文議員にかえて小野田由紀子議員との申し出がござい

ました。そのように変更してよろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 御異議もないようですので、そのように変更しました９名を議長より

指名することに御異議ございませんか。 

 

 異 議 な し 

 

（５）請願書、陳情書及び意見書（案）の取り扱いについて 

委員長 本日までに提出のありましたのは、陳情書２件、意見書（案）１件で
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あります。まず陳情第５号、学級規模の縮小と次期定数改善計画の実施を求め

る陳情につきまして、どこの委員会に付託するか、御発言をお願いいたします。 

意（４） 福祉教育委員会でお願いします。 

委員長 ただいま、御発言いただきましたように、陳情第５号については福祉

教育委員会に付託することとしてよろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 次に、陳情第６号、国営土地改良事業制度の存続を求める陳情につき

まして、どこの委員会に付託するか御発言をお願いします。 

意（９） これは建設病院委員会へ付託するのが適当だと思います。 

委員長 ただいま、御発言いただきましたように、陳情第６号について、建設

病院委員会に付託することとしてよろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

委員長 御異議もないようですので、そのように決定させていただきます。次

に意見書（案）につきましては、市政クラブさんより、道路整備の促進及び道

路財源の確保に関する意見書（案）が提出されていますので、その取り扱い及

び案文について、御協議願いたいと思いますが、その前に意見書（案）につい

て、北川委員から説明をお願いいたします。 

意（４） 国においてですね、道路特定財源というのが一般財源化をする方針

が示されたところでありますけども、地方にとって道路というのは非常に重要

な整備でございます。ついてはこの意見書案文の朗読をさせていただいて、提

案とさせていただきます。 

（意見書案朗読） 

 

委員長 ただいま、説明がありましたが、意見書（案）の取り扱い及び案文に

ついて、各会派から御意見をいただきたいと思います。初めに、共産党さん。 
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意（１２） 今、意見案が出されたわけですが、この種の意見書というの何回

も提出されているわけで、今までと若干、内容についてはね、変更ありますが、

従来、いわゆる道路特定財源を推進する役割も、これが果たしてきておるとい

うことから、私どもはこの、いわゆる道路整備に限らず、重要な財源確保とい

うのはあらゆる分野にあるわけで、こうした道路に関して特別の意見書が地方

から上がれることがいわゆる特定財源を推進する土壌をつくってきたという経

緯もありますので、この意見書については私どもは反対の態度であります。 

委員長 次に、公明党さん。 

意（１７） 持ち帰って検討します。 

委員長 参考までに新政クラブさん。 

意（１６） 持ち帰って検討します。 

委員長 政風会さん。 

意（７） 賛成です。 

委員長 各会派より、御意見等をいただきましたが、この意見書（案）につき

ましては、持ち帰りとしてよろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 

 

２ 高浜市みんなでまちをきれいにしよう条例の制定について 

委員長 提出者の北川委員から提案説明を願います。 

北川委員説明 それでは、議案第６４号、高浜市みんなでまちをきれいにしよ

う条例の制定について提案をさせていただきます。提出者は私、北川広人、賛

成者はここに書かれておられる１０名の議員の皆さまであります。それでは議

案の中身の説明をさせていただきますけども、まず第１条、目的でありますが、

市民、事業者、市が環境美化の確保について共通認識を持ち、それぞれの役割

の遂行とお互いに連携し、協働することにより、環境美化を図り、きれいで住

みよい地域づくりの実現を目的としております。第２条は定義でありますが、

現、空き缶等散乱防止条例にも同じように規定してありますが、この条例では、

第５号の動物、第６号の公共の場所等、第７号の落書き、第９号の資源ごみ、
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第１０号のごみステーション、第１１号の分別収集拠点を追加して定義してお

ります。第３条は市の役割、第４条は市民等及び事業者の役割については、現、

空き缶条例においても市民等の責務、事業者の責務、市の責務として同様に規

定しておりますが、この条例では、市は環境美化の推進に関して施策の策定を

するとともに実施にあたっては市民等の参加に努めるものとしております。ま

た、現在と同様、市民行動の日を設けるものとしております。また、市民等及

び事業者は、互いに助言、協力し、自主的な活動により環境美化に努めるとと

もに、市が実施する施策に協力しなければならないとしております。第５条か

ら第１３条までは、環境美化推進のためにしてはならないこと、禁止行為、ま

たは、しなければならないこと、遵守行為等が規定してあります。第５条は空

き缶等及び吸殻等の放置及び投棄の禁止、第６条はふんの放置及び投棄の禁止、

第７条は落書きの禁止、第８条は回収容器の設置及び管理、第９条は犬及び猫

の管理、第１０条はごみステーションの利用、第１１条は分別収集拠点の利用、

第１２条は分別収集拠点からの資源ごみの持ち去りの禁止、第１３条は土地の

管理がそれぞれ規定されています。第１４条は積極的に環境美化活動に取り組

んでいる地域を環境美化推進地域として指定することができるとしており、第

２項では推進地域の自主的な活動に支援するものとしております。第１５条は、

市長は環境美化指導員を置き、第１６条の指導及び勧告、第１７条の命令及び

環境美化にかかわる報告、普及及び啓発等を行わせるとしており、第２項では

市民等及び事業者から環境美化にかかわる報告、普及及び啓発等を行わせるた

めに環境美化推進員を委嘱することができるとしております。第１６条は、違

反行為をした者に対して、中止、是正の処置をするように指導及び勧告するこ

とができるとしており、できるものを第１号から第９号まででそれぞれ規定し

ております。第１７条では、第１６条で指導及び勧告をしたにもかかわらず従

わないときは、従うように命ずることができるとしており、第１８条は違反し

て回収容器を設置しない者、また、適正に管理しない者が指導及び勧告に従わ

ないときは、規則で定めるところにより公表できるとしております。第１９条

は規則への委任であります。第２０条及び２１条は罰則の規程であり、１０万

円以下の罰金については第７条に違反して落書きした者及び第１６条の第７号
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の資源ごみを持ち去った者で命令に違反した者、５万円以下の罰金については

第１６条の第１号の空き缶等及び吸殻等を放置し、または投棄した者、第２号

のふんの放置または投棄した者を処するとしております。第２２条は違反行為

者だけではなく、法人及び使用者にも罰金を科する両罰規定であります。附則

において施行を平成２１年４月１日としており、これは市民への十分な周知期

間を考慮したものであります。また、この条例の制定により高浜市空き缶等散

乱防止条例は廃止するとしております。それから、各派会議のときにですね、

佐野委員から罰則に関しては民事罰だという話に対しまして、そうですという

ふうにお答えをしたんですが、すみません、間違っております。刑事罰の間違

いでございます。ですから、一般的にいう罰金、前科、そういったものも含め

ての罰になりますので、訂正をさせていただきます。何卒皆さま方全員の御賛

同をもって御可決いただくようによろしくお願いいたします。以上で説明とさ

せていただきます。 

委員長 ただいまの説明について質疑がありましたらお願いします。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、この議案の取り扱いについて事務局より説

明を願います。 

事務局長説明 この議員提出議案でありますが、議案第６４号、高浜市みんな

でまちをきれいにしよう条例の制定については、総務市民委員会に付託するこ

とを考えていますので、よろしくお願い申し上げます。 

委員長 ただいまの説明に対して、御協議をお願いします。 

 

 意 見 な し 

 

委員長 特に御発言もございませんので、そのようにしてよろしいでしょうか。 

 

 異 議 な し 
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３ 高浜市議会会議規則の一部改正及び高浜市議会政務調査費の交付に関する 

条例の一部改正について 

事務局長説明 この件につきましては８月１８日に開催いたしました各派会議

において説明をさせていただき、御協議、御意見を伺いましたが、再度御説明

をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。高浜市議会会議規則の

一部改正及び高浜市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正の２議案に

つきましては、地方自治法の一部改正、すなわち第１００条第１２項の新設と

新２０３条の新設と新２０３条の２における一部改正による議員活動の範囲の

明確化及び議員報酬に関する規定の整備によるもので、関連する条文の所要の

整備を行うものであります。以上でございますので再度御協議をお願い申し上

げます。なお、この取り扱いにつきましては９月定例会の最終日、９月２６日

に議員提案し、全体審議でお願いしたいと考えておりますのでよろしくお願い

申し上げます。 

委員長 ただいまの説明に対し、質疑がありましたらお願いします。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 質疑もないようですので、会議規則の一部改正及び政務調査費条例の

一部改正については、案のとおりにしてよろしいでしょうか。 

 

異 議 な し 

 

委員長 御異議もないようですので、案のとおりに決定させていただきます。

なお、この会議規則の一部改正及び政務調査費条例の一部改正の提出者及び賛

成者を決めていただきたいと思います。 

意（４） それでは、それぞれですね、提出者を森英男議運の委員長、賛成者

を他の議運のメンバーとさせていただくことでどうでしょうか。 

委員長 それでは、それぞれ提出者を議運の委員長、私、森英男、賛成者を他
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の議運のメンバーとさせていただくことでよろしいでしょうか。 

 

異 議 な し 

 

委員長 御異議もないようですので、そのように決定させていただきます。 

 

４ その他 

事務局長 それではお願いいたしたいと存じます。予算特別委員会の初日、９

月１０日、水曜日の午後、証憑書類の審査をしていただくわけでございますけ

ども、午後５時までといたしたいと存じます。時間延長を希望される場合は、

おおむね午後４時を目安に事務局まで御連絡いただければ、最大午後７時まで

の延長を可能といたしたいと存じます。なお、延長時の対応職員は、監査委員

事務局長、会計グループリーダー、私、議会事務局長とさせていただきますの

でよろしくお願い申し上げます。 

事務局 恐れ入ります。もう１件お願いいたします。お手元の９月定例会の会

期及び会議日程をご覧いただきたいと思います。その中の９月２日、本会議初

日に報告が１件、第７号ですが、当局より提出されていますので、９月２日の

付議事項欄に報告を追加させていただきたいと思います。変更後の９月定例会

の会期及び会議日程につきましては、議運終了後、全議員及び関係者に配布さ

せていただきたいと思います。 

委員長 事務局からそれぞれ発言がありましたが、そのようにさせていただき

ますのでよろしくお願いいたします。次に、次回の議会運営委員会において、

１２月定例会の日程を決定いたしたいと思いますので、その開催日をご協議い

ただきたいと思います。案といたしまして、９月２２日、月曜日、建設病院委

員会終了後、また、その後に委員協議会が開催されるようであれば、建設病院

委員協議会が終了後に開催いたしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

 異 議 な し 
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委員長 それでは、９月２２日、建設病院委員会終了後、また、委員協議会が

開催されるようであれば、建設病院委員協議会終了後に開催するということで

よろしくお願いいたします。皆さんの方で何かあれば。 

意（１２） 先ほど確認された、議案第６４号、この、高浜市みんなできれい

にしよう条例の制定についての議案の取り扱いで、総務市民委員会ということ

ですが、開会初日ですか、提案については、そこで議員提案で予定が運営がそ

う入っているのかどうかということと、それから４日目の総括質疑の取り扱い

も同じような取り扱いになっておるのかどうか、それの確認をお願いします。 

事務局長 当局から出ました一般議案と同様な取り扱いをさせていただく予定

でございます。 

意（４） 提出者は私でいきますけども、委員会の方とか総括質疑など、その

場においてですね、賛成者の方々には説明員という形で発言をさせていただく

ことがあると思います。また、委員会の方の出席もですね、説明員という形で

出席をさせていただきますので御了承をいただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

意（１２） そうしますと、総務市民委員会の場面では、この議案について説

明員というと、賛同者全員が説明員として加わる取り扱いになるのかどうか、

その辺については。 

事務局長 先ほど北川委員より御発言がございましたように、賛成者全員が説

明員になりますので、ただし、委員会のメンバーにつきましては、当然、委員

としての御発言がございますので、全員説明員としてこちらの方に出席をお願

いする予定でございます。 

意（１２） そうすると、総務市民委員会のメンバーでない説明員の席はどん

なようなことで考えておるのか、それも。 

事務局長 私どもが考えておるのは、現状の当局が委員会で説明するような方

法が一番妥当ではないかなと考えております。こちらの方に委員の皆さまが座

っていただきまして、現在、当局が座っておりますような格好をとらしていた

だくのが一番ベターではないかなと考えております。 

委員長 よろしいでしょうか。それではですね、私の方から委員の皆さまにお
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願いといいますか、お諮りしたい件がございますので、若干時間をいただきた

いと思います。私事で恐縮でございますけれども、私、４月頃から体調が思わ

しくなく、いろいろ検査をいたした結果、先月１７日、日帰りではありますけ

れども結腸ポリープの内視鏡切除というものを行ってまいりました。日帰りと

はいえ、まだまだ本調子には回復していないのが現状でございます。むしろ内

視鏡切除とはいえ、病状によっては入院して準備をし、切除して一日、二日、

経過を見るべきであったかなと、そんなふうに思っているところでございます。

そんな折、プライベートな話ではありましたけれども、市長さんより同じ手術

を８月１９日にされるということを小耳に挟みまして、私の状況をお話しし、

その経過を心配をいたしておりました。それで、どうも市長さんの場合は内視

鏡切除を試みたそうでありますけれども、ポリープの場所が大腸と小腸の間の

くぼみにあるということで、その日は内視鏡切除ができなくて、後日、日を改

めて開腹手術が必要であるということになったそうであります。私の経験上、

先ほど申しましたが、やはりポリープができてる状態のときは体の調子も悪く、

一刻も早い手術をと思ったところであります。しかしながら市長さんのように

開腹手術となりますと、少なくとも１週間から１０日程度の入院加療は最低必

要となってまいります。折りしもこの時期は９月議会の会期と重なってしまう

という問題が生じるわけでございますけれども、私の個人的な意見といたしま

しては、可能な限り１日も早く治療に努められ、早く公務に復帰されることが

最も望ましいことではないかと思っております。議会日程はもちろん重要な公

務であるわけでございますけれども、市長さんの体の問題も非常に重要な事柄

と考えるものであります。そこで、市長にお聞きしましたところ、この８月２

９日に病院と手術日程についてお話をされるそうであります。今議会の総括質

疑までは市長さんに議会出席をしていただき、入院及び手術は総括質疑までは

待っていただくといいますか、それまでは延期していただくということではど

うでしょうかという提案でございます。議会運営委員長といたしまして、皆さ

まにお願いでございます。今議会において市長さんに直接質問したい事柄など

は、この日程内、つまり、総括質疑までの日程の中で市長さんにお考えを伺う

ということにしてはどうかということであります。私の一存の考えであります
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けれども、議会運営委員会の皆さんの御協力、御理解をお願いいたしたく、お

諮りする次第でございます。どうかよろしくお願いいたします。いかがでしょ

うか。 

意（１２） 総括質疑まで延ばしちゃっていいのかどうか、その点ではどうで

すか。その辺は医者のいろいろな意見も含めて、そっちをむしろ優先すべきじ

ゃないかというふうに思って。 

委員長 ありがとうございます。それではそういう御意見があったということ

を市長に伝えておきますので、よろしくお願いいたします。 

 

委員長挨拶 

 

閉会 午前１０時４７分 

 

議会運営委員長 署名 


